
 

 

工 事 契 約 書 （案） 

 

 

工 事 名  一橋大学（国立）兼松講堂天井耐震等改修工事 

 

契約金額    金  ○○○○○○○○円也  

（うち消費税及び地方消費税の額 金○○○○円也） 

 

発注者 国立大学法人一橋大学（以下「発注者」という。）と受注者 ○○○○（以下「受注

者」という。）との間において、上記の工事（以下「工事」という。）について上記の契約金

額で、次の条項によって工事契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 

第１条 受注者は、別冊の図面及び仕様書に基づいて、工事を完成するものとする。 

第２条 工事は、東京都国立市中 2－1（国立西キャンパス構内）において施工する。 

第３条 着工時期は、平成３０年 月  日とする。 

第４条 完成期限は、平成３０年１１月２０日とする。 

第５条 契約保証金は、納付する。ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業

会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券

による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 

第６条 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当し

たときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額（本契約締結後、契約金額の変更が

あった場合には、変更後の契約金額）の１０分の１に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)

として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２

年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受注者が構

成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正

取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３におい

て準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）

を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第６３条第２

項の規定により取り消された場合を含む。）。 

 二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これ

らの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」という。）

に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対し

て行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令

をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）において、本契約に関し、

独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があっ

たとされたとき。 

 三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規

定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が

示された場合において、本契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取

引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における

課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出

を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

 四 この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明



 

 

治４０年法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９６条第

１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発

注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

第７条 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当

該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年５パーセントの割合で計算した

額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 

第８条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について、組立保険契約を締結するものとする。 

第９条 契約金は、○回で支払うものとする。 

第 10条 完成通知書は，一橋大学財務部施設課に送付するものとする。 

第 11条 契約金の請求書は、一橋大学財務部経理調達課に送付するものとする。 

第 12条 契約金については、竣工検査が終了した後、適法な請求書を受理した日の属する月の

翌月２５日までに支払うものとする。 

第 13条 契約金の一部については、金 ○○○○円以内の額を前払金として、前払いするもの

とする。この支払は、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から１４日以内にす

るものとする。 

第 14条 この契約についての一般的約定事項は、文部科学省発注工事請負等契約規則（平成１

３年文部科学省訓令第２２号）別記第一号を準用するものとする。 

第 15条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は，発注者受注者

間において協議して定めるものとする。 

 

    この証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

   平成３０年 月 日 

 

                        

               発注者  東京都国立市中二丁目一番地 

                    国立大学法人 一橋大学 

                       学 長   蓼沼 宏一 

     

 

      受注者    


